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第１章 計画の基本的考え方 

１ 計画策定の趣旨 

 （１）計画策定の背景 

  近年、障害者の高齢化と障害の重度化が進む中で、障害者福祉のニーズはますます複雑多様化

しており、全ての障害者が、地域で安心して生活できるむらづくりが求められています。また、

障害者基本法の理念にのっとり、障害の有無によって分け隔てられることなく、障害者も障害者

でない者も相互に人格と個性を尊重し合い、共に支え合いながら暮らすことができる地域共生社

会の実現が求められています。 

  国は、平成２５年４月に障害者自立支援法を改正し、地域社会における共生の実現に向けて、

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため、「障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律」（以下「障害者総合支援法」という。）を施行しました。平成２８

年５月には、障害者福祉サービス及び障害児通所支援の拡充等を内容とする「障害者の日常生活

及社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律」が成立し、障

害者の望む地域生活の支援の充実や支援ニーズの多様化に対して、きめ細かな対応等を図ること

としています。 

  平成２８年４月には、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重

し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的と

した「障害を理由とする差別の解消と推進に関する法律」（以下「障害者差別解消法」という。

並びに雇用の分野における障害者に対する差別の禁止及び障害者が職場で働くにあたっての支障

を改善するための措置（合理的配慮の提供義務）を定める「障害者の雇用の促進等に関する法律

の一部を改正する法律」が施行されました。近年では、令和３年５月に、合理的配慮の提供の義

務化などが定められた改正法が公布され、これまで民間事業者の努力義務とされてきた障害のあ

る人への合理的配慮が義務化されています。 

  また、令和３年９月には、「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」が施行さ

れ、令和４年１２月には、「障害者総合支援法」の改正により、障害者等の地域生活や就労の支

援の強化等、障害者等の希望する生活を実現していくための措置を講ずるとともに、「児童福祉

法」の改正により、子育て世帯に対する包括的支援のための体制強化を図るなど、地域社会の理

解と協力を得るための法整備が進められています。 

  こうした中で、本村においては、令和３年に策定した「十津川村第６期障害福祉計画及び第２

期障害児福祉計画」が最終年度を迎えるにあたり、これまでの成果や課題を踏まえるとともに、

国の制度改革に的確に対応し、一層充実した障害福祉サービスの提供をめざして「十津川村第７

期障害福祉計画及び第３期障害児福祉計画」（以下、本計画」という。）を策定します。 

 

（２）計画策定の趣旨 

  村では、これまで障害者基本法の考え方を踏まえ、十津川村障害福祉計画（第１期から第４期

まで）及び十津川村第５期障害福祉計画及び第１期障害児福祉計画、十津川村第６期障害福祉計

画及び第２期障害児福祉計画を策定し、またこの計画の推進を通じ、障害者及び障害児が自立し
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た日常生活または社会生活を営むことができるよう必要な社会福祉サービスや相談支援等の数値

目標を設定し、計画的なサービスが提供できるよう努めてきました。 

今後においても村の障害者及び障害児がそれぞれの地域において、障害福祉サービスや相談支

援、また出来る限りの支援事業が受けられるよう福祉の体制の強化と充実を推進することが必要

です。 

  このため、この十津川村第７期障害福祉計画（令和６年度～令和８年度）において、第１期か

ら第６期まで、また第３期障害児福祉計画（令和６年度～令和８年度）において、第１期から第

２期までの成果や課題を踏まえ、障害福祉サービス等の提供体制を一層充実するため、令和８年

度に向けたサービス見込み量を改めて設定し策定するものです。 

 

２ 計画の性格と位置付け 

  本計画は、障害者総合支援法第８８条第１項に基づく「市町村障害福祉計画」及び児童福祉法

第３３条の２０に基づく「市町村障害児福祉計画」として策定したものであり、計画の最終年度

である令和８年度の目標及び障害福祉サービス等の見込みについて定めたものです。 

 

３ 計画の期間 

  この計画の期間は、令和６年度から令和８年度までの３年間とします。 

  また、計画の根幹となる国の法律や制度などに大幅な変更が生じた場合は、適宜見直しを行う

ものとします。 
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第２章 計画の基本方針 

１ 基本理念 

  誰もが住み慣れた地域や家庭で共に生活し、お互いに理解し合い共に暮らす共生社会を築いて

いくという「ノーマライゼーション」の理念と、障害者のもつ能力を最大限に発揮させ自立と社

会参加を図ろうとする「リハビリテーション」の２つの基本理念を踏まえて、誰もが相互に人格

と個性を尊重し合う「共生社会」の実現を目指していかなければいけません。 

  そこで、本村の基本理念を下記のように定め、計画の推進を図ります。 

 

 

障害の 

ある人も、ない人も、 

だれもが支え合い、 

安心・安全に暮らすことのできるむら 
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２ 障害福祉サービスの基盤整備についての考え方 

  障害福祉サービスの基盤整備については、基本的理念を踏まえ、次の点に配慮し数値目標を設

定して計画的な整備を行います。 

 ①訪問系及び日中活動系サービスなどの障害福祉サービスの確保 

  障害のある人が地域で安心して生活していくためには、訪問系サービスの充実を図り、障害の

ある人が望む適切な日中系サービスの確保とともに地域生活支援事業の拡充に努めます。 

 ②地域生活への移行を推進 

  地域における居住の場としてのグループホームや支援ハウス等地域生活への移行を可能とする

ための施設整備を検討します。 

 ③就労の場の確保 

  就労の場の確保については、非常に難しい現状でありますが、公共施設や福祉施設等での就労

の場の確保とともに作業所等の整備について検討します。 

 ④相談支援体制の整備 

  平成２６年４月より村内に相談支援事業所を設置（委託）しており、障害のある人が地域にお

いて自立した日常生活や社会生活を営むために、障害福祉サービス等を適切に利用できるよう今

後とも相談支援事業の充実に努めます。 
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第３章 十津川村の現状 

１ 人口構造 

  村の総人口は毎年減少しており、平成３１年４月１日には３，２５０人いましたが、令和５年

４月１日現在では２，８９１人となっています。 

  年齢３区分でみると、全ての区分において減少しており、人口でみると１５歳から６４歳の生

産年齢人口がこの５年間で２０９人も減っています。 

  また６５歳以上の人口は令和５年４月１日現在１３６８人で４７．３％となっていますが、こ

のうち７５歳以上の後期高齢者は８３２人で高齢者の約６１％を占めており、要介護者となる人

数が益々増加することが予想されます。 

 

〈総人口及び年齢３区分別人口の推移〉 

                          単位：上段 人 ・ 下段 ％ 

 項   目 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

総 人 口 ３，２５０ ３，１６６ ３，０９８ ２，９９３ ２，８９１ 

０～１４歳 

（年少人口） 

２６６ ２４６ ２２８ ２３２ ２２２ 

８．２ ７．８ ７．４ ７．８ ７．７ 

１５～６４歳 

（生産年齢人口） 

１，５１０ １，４６５ １，４３２ １，３６９ １，３０１ 

４６．５ ４６．３ ４６．２ ４５．７ ４５．０ 

６５歳以上 

（高齢者人口） 

１，４７４ １，４５５ １，４３８ １，３９２ １，３６８ 

４５．３ ４５．９ ４６．４ ４６．５ ４７．３ 

                資料：住民基本台帳及び外国人登録（各年４月１日現在） 

 

２ 障害者の状況 

 （１）身体障害者の状況 

  ①身体障害者手帳の交付者数                    （単位：人） 

                                  １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 合 計 

令和元年度 ５９ ２６ ４６ ６０ １８ １５ ２２４ 

令和２年度 ５７ ２５ ４６ ５９ ２０ １５ ２２２ 

令和３年度 ５８ ２４ ４５ ６０ １８ １６ ２２１ 

令和４年度 ５６ ２０ ４８ ６３ １９ １５ ２２１ 

令和５年度 ５２ １７ ４２ ５９  １６ １５ ２０１ 

※人数は各年度４月１日現在 

 

 

 



6 

 

  ②機能別障害者数（令和５年４月１日現在）                      （単位：人）                                  

 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 合 計 

視覚障害 ３ ６ ０ ０ ３ ０ １２ 

聴覚障害 ０ ２ ２ ５ ０ ６ １５ 

言語障害 ３ ０ ０ １ ０ ０ ４ 

肢体不自由 ４１ １８ ３３ ４８ １４ １２ １６６ 

内部障害 ３３ ０ １２ １２ ０ ０ ５７ 

呼吸機能 １ ０ ２ １ ０ ０ ４ 

計 ８１ ２６ ４９ ６７ １７ １８ ２５８ 

※重複障害があるため①と②の合計は合わない。 

※障害機能別では、肢体不自由が１６６人（６４％）と最も多く、次に内部障害が５７人 

 （２２％）となっています。 

 どちらも高齢者が多く、今後要介護状態に進む方も多くいると思われます。 

 

  ③補装具給付状況                                               （単位：件）                                 

補 装 具 名 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

（見込み） 

 
 

 

交 
 

 

付 

車椅子 ２ １ ０ ２   １ 

靴型装具 ０ ０ ０ ０ ０ 

補聴器 １ ６ ３ １ １ 

下腿義足 １ １ ０ ０ ０ 

盲人用白杖 １ １ ０ ０ ０ 

歩行補助杖・歩行器 ０ ０ ０ １ ０ 

短下肢装具 ２ １ ０ １ ０ 

下肢装具 ０ ０ ０ ０ ０ 

座位保持装置 ０ ０ ０ ０ ０ 

 合   計 ７ １０ ３ ５ ２ 

 

  ④日常生活用具給付状況                                         （単位：件）                                

用 具 名 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

（見込み） 

ストマ １０ ８ ９ ８ ６ 

紙おむつ等 ２ ２ ２ ２ ２ 

特殊マット ０ ０ ０ １ ０ 

住宅改修 ０ ０ ０ ０ ０ 

呼吸器用バッテリー ０ ０ ０ ０ ０ 

歩行支援用具 ０ ０ ０ ０ ０ 
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特殊寝台 ０ ０ １ １ ０ 

ポ－タブルレコーダー ０ ０ ０ ０ ０ 

シャワーキャリー ０ ０ ０ ０ ０ 

T 字状杖 １ ０ ０ ０ ０ 

透析液加湿器 ０ ０ ０ １ １ 

電磁調理器具 ０ ０ ０ ０ ０ 

電気式たん吸引機 ０ ０ １ ０ ０ 

盲人用時計 ０ ０ ０ ０ ０ 

入浴補助用具 １ ０ ０ １ ０ 

洋式便器 ０ ０ ０ ０ ０ 

携帯用移動介助補助具 １ ０ ０ ０ ０ 

情報・通信支援用具 １ ０ ０ ０ ０ 

視覚障害者用活字文書

読上げ装置 
０ １ ０ ０ ０ 

合    計 １６ １１ １３ １４ ９ 

 

 （２）知的障害者の状況 

  ①療育手帳交付状況                                               （単位：人）                                  

障害程度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

A ３２ ３２ ３３ ３２ ３４ 

B ２５ ２５ ２２ ２４ ２４ 

合  計 ５７ ５７ ５５ ５６ ５８ 

 

  ②入所施設等入所状況                                             （単位：人）                                  

施設名 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

施
設
入
所 

こだまの里 １６ １６ １６ １６ １５ 

心境荘苑 １ １ １ １ １ 

青垣園 １ １ １ １ １ 

やすらぎの丘 １ １ １ １ １ 

フレンズまきば １ １ １ １ １ 

牟婁あゆみ園 １ １ １ ０ ０ 

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム 

グループホーム柊の郷 １ １ １ １ １ 

グループホームくまの １ １ １ １ １ 

ケアホームふきのとう １ １ １ １ １ 

めばえハウス １ １ １ １ １ 

グループホームなのはな １ ０ ０ ０ ０ 

ケアホームつわぶき １ １ ０ ０ ０ 
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グループホームつむぎ ０ １ １ １ １ 

白樺ハイツ大宮Ⅰ ０ ０ ０ ０ １ 

グループホームぷろぼの ０ ０ ０ ０ １ 

 合  計 ２７ ２７ ２６ ２５ ２６ 

  

（３）精神障害者の状況 

   ①精神障害者保健福祉手帳交付状況                         （単位：人） 

区 分                         令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

１級 ６ ８ ９ ９ １１ 

２級 １９ １９ １８ １９ １５ 

３級 ８ １０ １０ ７ ６ 

合 計 ３３ ３７ ３７ ３５ ３２ 

 

３ 障害支援区分認定者 

  障害支援区分：障害者に対する介護給付の必要度を表す６段階の区分で、介護給付の必要度に

応じて適切なサービスの利用が可能です。 

         なお、平成２５年度より障害程度区分が障害支援区分に名称が改められました。 

 障害支援区分認定者は、更新による認定がほとんどとなっており、新規認定者は年１～２名程度

と少ない状況にあります。 

障害支援区分（更新・新規）認定者数の状況            （単位：人）                             

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

区分１ ０ ０ ０ 

区分２ １ ２ １ 

区分３ ３ ２ ３ 

区分４ ３ ８ ２ 

区分５ ２ ２ １ 

区分６ １０ ３ ２ 

合 計 １９ １７ ９ 

 

 障害種別の支援区分認定者数状況（令和５年度）      （単位：人）                                

 身体障害 知的障害 精神障害 合  計 

区分１ ０ ０ ０ ０ 

区分２ ０ １ ０ １ 

区分３ ０ ２ １ ３ 

区分４ １ １ ０ ２ 

区分５ ０ １ ０ １ 
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区分６ １ １ ０ ２ 

合 計 ２ ６ １ ９ 

 

４ サービス受給者の状況 

   第６期計画期間でのサービス受給者の状況を見ると、令和３年度は４１人であったのが、令

和５年度は４４人であり、ほぼ横ばいで推移しています。 

   障害別にみると、令和５年１０月現在、知的障害者が最も多くサービスを利用しており、次

いで身体障害者、精神障害者の順となっています。 

サービス受給者の状況（各年度１０月１日現在） 

                            (単位：人) 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

身体障害者 ８ ９ ８ 

知的障害者 ２９ ３０ ３１ 

精神障害者 ３ ５ ４ 

障害児 １ １ １ 

合  計 ４１ ４５ ４４ 

 障害支援区分別の受給者数（令和５年１０月１日現在） 

                                  (単位：人) 

 区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６ 合 計 

身体障害者 ０ ０ ２ ２ ０ ４ ８ 

知的障害者 ０ ３ ４ ８ ５ １１ ３１ 

精神障害者 １ ０ １ １ １ ０ ４ 

障害児 ０ ０ １ ０ ０ ０ １ 

合 計 １ ３ ８ １１ ６ １５ ４４ 

 

５ 障害福祉サービスの状況 

 （１）訪問系サービス 

   令和５年７月における訪問系サービス利用者は５人で、うち居宅介護が４人、重度訪問介護

が１人となっています。 

                   訪問系サービスの利用状況 

             単位（上段延べ人数、下段延べ日数） 

 
令和３年度 令和４年度 

令和５年度 

（見込み） 

居宅介護 
人数 ５７ ５４ ５３ 

日数 ５０３ ５２２ ７６４ 
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重度訪問介護 
人数 １２ １０ １１ 

日数 ２０３ １１９ １３９ 

行動援護 
人数 ０ ０ ０ 

日数 ０ ０ ０ 

重度障害者等 

包括支援 

人数 ０ ０ ０ 

日数 ０ ０ ０ 

同行援護 
人数 ０ ０ ０ 

日数 ０ ０ ０ 

 

 （２）日中活動系サービス 

   令和５年７月における日中活動系サービス利用者は３２人で、利用日数は６１５日となって

います。 

 日中活動系サービスの利用状況 

                    （単位：上段延べ人数、下段延べ日数） 

 
令和３年度 令和４年度 

令和５年度 

（見込み） 

生活介護 
人数 ３１７ ２９７ ２７２ 

日数 ６，３８７ ６，０２０ ５，４８１ 

自立訓練 

(機能訓練) 

人数 ０ ０ ０ 

日数 ０ ０ ０ 

自立訓練 

（生活訓練） 

人数 ０ ０ ０ 

日数 ０ ０ ０ 

就労移行支援 
人数 ０ １２ ６ 

日数 ０ ２２０ １１６ 

就労継続支援 

A 型 

人数 ０ ０ ０ 

日数 ０ ０ ０ 

就労継続支援 

B 型 

人数 ３６ ４５ ４０ 

日数 ７４５ ７４９ ７０６ 

療養介護 
人数 ０ ０ ０ 

日数 ０ ０ ０ 

短期入所 
人数 ２５ ２４ １２ 

日数 ７１２ ６８０ ３２３ 
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 （３）居住系サービス 

   令和５年７月における居住系サービスの利用者は２５人で、利用日数は７６１日となってい

ます。 

 

                居住系サービスの利用状況 

                      （単位：上段延べ人数、下段延べ日数） 

 
令和３年度 令和４年度 

令和５年度 

（見込み） 

施設入所支援 
人数 ２５２ ２３３ ２１６ 

日数 ７，４３９ ６，９４７ ６，４２０ 

共同生活援助 

（グループホーム） 

人数 ６１ ６０ ４８ 

日数 １，８１１ １，６５８ １，３４４ 

  

 （４）相談支援 

   令和５年７月における相談支援サービスの利用者は９人となっています。なお、地域移行支

援及び地域定着支援は利用者がありません。計画相談支援については、令和５年度までにすべ

ての利用者に対して提供できています。 

                相談支援サービスの利用状況 

                      （単位：上段延べ人数、下段延べ日数） 

 
令和３年度 令和４年度 

令和５年度 

（見込み） 

計画相談支援 人数 ７．８ ８．３ ７．３ 

地域移行支援 人数 ０ ０ ０ 

地域定着支援 人数 ０  ０  ０ 

 

 （５）障害児通所支援サービス 

   令和５年７月における障害児通所支援サービス利用者は４人で、利用日数は７日となってい

ます。 

 障害児通所支援サービスの利用状況 

                      （単位：上段延べ人数、下段延べ日数） 

 
令和３年度 令和４年度 

令和５年度 

（見込み） 

児童発達支援 
人数 １２ ２０ ４ 

日数 ７８ ４９ ４ 
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医療型 

児童発達支援 

人数 ２ ０ ０ 

日数 １４ ０ ０ 

放課後等 

デイサービス 

人数 １０ １０ ３２ 

日数 １７ １５ ４８ 

保育所等訪問支援 
人数 １ １ ０ 

日数 １ １ ０ 

障害児相談支援 人数 ０．６ １．５ １．２ 

 

６ 地域生活支援事業の状況 

① 相談支援事業 

   相談支援事業については、平成２６年度より社会福祉法人こだまの会に委託（相談支 

援事業所はぴねす）をしています。 

②日常生活用具給付等事業 

日常生活用具給付等事業の状況 

                               （単位：対象人数） 

種別 令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

（見込み） 

介護訓練支援用具 １ ２ ０ 

自立生活支援用具 ０ １ ０ 

在宅療養等支援用具 １ １ １ 

情報・意思疎通支援用具 ０ ０ ０ 

排せつ管理支援用具 １１ １０ ８ 

住宅改修 ０ ０ ０ 

 ③移動支援事業 

移動支援事業の状況 

                 （単位：上段 人、下段 回数）  

 
令和３年度 令和４年度 

令和５年度 

（見込み） 

延べ利用者数 １１９ １４１ １６２ 

延べ時間 ７５２ ８４３ ９２７ 
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 ④福祉ホーム事業 

福祉ホーム事業の状況 

 
令和３年度 令和４年度 

令和５年度 

（見込み） 

事業所数 １ １ １ 

 

 

 ⑤日中一時支援事業 

日中一時支援事業の状況 

                 （単位：上段 人、下段 時間）  

 
令和３年度 令和４年度 

令和５年度 

（見込み） 

延べ利用者数 ０ ４ ５ 

延べ時間 ０ ２１ ３０ 

 

⑥障害者のための居場所づくり事業【身体・知的・精神・難病】 

   平成３１年３月末で地域活動支援センター「ほっと十津川」と就労継続支援Ｂ型事業所「ま

んぷくキッチン」が閉所となり、在宅の障害者の居場所がなくなることから、継続して居場所

を提供する必要があり、平成３１年４月より社会福祉法人こだまの会に委託して障害者のため

の居場所づくり事業を継続実施しています。 

 

  事業所名：障害者居場所づくり事業『ほっと十津川』 
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第４章 サービスの見込量とサービス確保のための方策 

１．令和８年度までの成果目標 

（１）施設入所利用者の地域生活への移行 

【国の基本指針】 

○令和４年度末時点の施設入所者数の６％以上が地域生活へ移行する。 

○令和４年度末時点の施設入所者数の５％以上削減する。 

 

項   目 数      値 考 え 方 

A 
令和４年度末時点の福祉

施設の入所者数 

実績値  ２１人 令和３年３月末時点の福祉施

設入所者数 

B 
A のうち、令和８年度まで

の地域生活への移行者 

目標値   ２人 福祉施設からグループホーム

や一般住宅へ移行した数 

C 
令和８年度末時点の福祉

施設の入所者 

目標値  １９人 令和９年３月末時点の福祉施

設入所者数 

D 地域生活移行率 目標値 ９．５％ B/A 

E 入所者数削減率 目標値 ９．５％ (A-C)/A 

【目標達成に向けた取組】 

  施設入所から地域生活へ移行可能な障害者の把握に努め、移行にあたっては地域生活に向 

けての支援を行います。 

 

（２）精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

【目標達成に向けた取組】 

精神障害の有無や程度にかかわらず、誰もが安心して自分らしく暮らすことができるよう、 

精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムの構築を目指します。 

システムの構築にあたっては、障害福祉、医療、介護、住まい等を包括的に提供することや、 

精神障害者の家族に対する支援の充実が実現できるよう、保健・医療・福祉関係者が連携して

基盤整備等を進めます。また、関係者の協議の場として地域自立支援協議会等も活用し、シス

テム構築に向けた検討を進めます。 

 

（３）地域生活支援の充実 

【目標達成に向けた取組】 

障害者の高齢化や障害の重度化、「親亡き後」を見据え、障害者の地域生活支援を推進するた

め、令和３年４月に南和圏域にて整備した、地域生活支援拠点等の充実に向けた検討を行うとと

もに、年１回以上運用状況を検証、検討することを目指します。 

 特に、障害者やその家族からの支援ニーズが高い「緊急時受入れ事業」については、関係団体

等からの意見も十分踏まえながら、さらなる周知を図るとともに、障害種別に関わらない受入れ
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体制の確保・充実に向けて、支援にあたる事業所間でより協力し合えるネットワーク構築に引き

続き取り組みます。 

 また、特別な配慮を必要とする強度行動障害者への円滑な支援に向け、支援ニーズを把握し、 

支援体制の整備を進めます。 

 

（４）福祉施設から一般就労への移行等 

【国の基本指針】 

○一般就労への移行者数：令和３年度実績の１．２８倍以上 

○就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行した者の割合が５割以上の事業所：就

労移行支援事業所の５割以上【新規】 

○就労定着支援事業の利用者数：令和３年度末実績の１．４１倍以上 

○就労定着支援事業利用終了後一定期間の就労定着率が７割以上となる就労定着支援事業所の

割合：２割５分以上 

 

項   目 数   値 

A 令和３年度の一般就労移行者数 実績値 ０人 

B 令和３年度末の就労定着支援事業の利用者数 実績値 ０人 

C 令和８年度の一般就労移行者数 目標値 １人 

D 
就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ

移行した者の割合が５割以上となる事業所の割合 
目標値 ５０％ 

D 令和８年度末の就労定着支援事業の利用者数 目標値 １人 

E 
就労定着支援事業利用終了後一定期間の就労定着

率が７割以上となる就労定着支援事業所の割合 
目標値 ２５% 

【目標達成に向けた取組】 

障害のある人が村内で一般就労に就く機会は、働く場所が少ないこと等により難しい状況 

 にありますが、テレワーク等の活用を検討します。 

 

（５）障害児支援の提供体制の整備等 

【国の基本指針】 

○令和８年度末までに児童発達支援センターを各市町村又は各圏域に少なくとも１カ所以上整 

 備する 

○令和８年度末までに全ての市町村において、障害児の地域社会への参加・包容の（インクル 

 ージョン）推進体制の構築 

○令和８年度末までに重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所等を各市町村又は各圏域

に少なくとも１箇所以上整備する。 
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令和６年度末 

【目標値】 

令和７年度末 

【目標値】 

令和８年度末 

【目標値】 

児童発達支援センターの整備 

（整備箇所数） 
０箇所 ０箇所 １箇所 

 

 

 

令和６年度末 

【目標値】 

令和７年度末 

【目標値】 

令和８年度末 

【目標値】 

障害児の地域社会への参加・包容の推進 

体制の構築 
検討 検討 体制構築 

 

 令和６年度末 

【目標値】 

令和７年度末 

【目標値】 

令和８年度末 

【目標値】 

重症心身障害児を支援する児童発達支援

事業所等の整備（整備箇所数） 
０箇所 ０箇所 １箇所 

【目標達成に向けた取組】 

近隣市町村とも連携し、実情に沿った支援体制のあり方について検討を進め、体制整備を 

めざします。 

 

（６）相談支援体制の充実・強化等 

【国の基本指針】 

○令和８年度末までに各市町村において、基幹相談支援センターを整備 

 

 令和６年度末 

【目標値】 

令和７年度末 

【目標値】 

令和８年度末 

【目標値】 

基幹相談支援センターの整備 

（整備箇所数） 
０箇所 ０箇所 １箇所 

【目標達成に向けた取組】 

  総合的・専門的な相談支援の充実及び、地域における相談支援体制の強化に努めていきます。 

 

（７）障害福祉サービス等の質を向上させるための取り組みに係る体制の構築 

【国の基本指針】 

○令和８年度末までに、サービスの質の向上のための体制を構築 

 

【目標達成に向けた取組】 

県が実施する障害福祉サービス等に係る研修等に職員が参加することにより、関係職員の資質 

向上に努めるとともに、事業所や関係市町村と情報共有する体制を構築することをめざします。 
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２．障害福祉サービス量等の見込みと確保の方策 

（１）訪問系サービス 

 ①居宅介護 

 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 

 ②重度訪問介護 

 重度の肢体不自由者やその他の障害のある人で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、 

排泄、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 

 ③同行援護 

視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供（代筆・代読を

含む）、移動の援護等の外出支援を行います。 

 ④行動援護 

自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援や外

出支援を行います。 

 ⑤重度障害者等包括支援 

 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 

サービス種別 単 位 
令和６年度 

（見込み） 

令和７年度 

（見込み） 

令和８年度 

（見込み） 

居宅介護 
時間/月 ７０ ８０ ９０ 

人/月 ６ ７ ８ 

重度訪問介護 
時間/月 ２０ ２０ ２０ 

人/月 １ １ １ 

同行援護 
時間/月 ０ ０ ０ 

人/月 ０ ０ ０ 

行動援護 
時間/月 ０ ０ ０ 

人/月 ０ ０ ０ 

重度障害者等包括支援 
時間/月 ０ ０ ０ 

人/月 ０ ０ ０ 

【確保方策】 

障害のある人のサービス利用ニーズを把握して、サービス事業者と連携し適切な利用が図れる 

ように努めます。 

 

（２）日中活動系サービス 

 ①生活介護 

常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活

動または生産活動の機会を提供します。 
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 ②自立訓練（機能訓練・生活訓練） 

自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上

のために必要な訓練を行います。 

 ③就労移行支援 

一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために

必要な訓練を行います。 

 ④就労継続支援（A 型＝雇用型、Ｂ＝非雇用型） 

一般企業等への就労を希望する人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のた

めに必要な訓練を行います。 

 ⑤就労定着支援 

就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行した障害者で、就労にともなう環境変化により

生活面の課題が生じている者に対して、障害者との相談を通じて生活面の課題を把握するとと

もに、企業や関係者等との連絡調整やそれにともなう課題解決に向けて必要となる支援を行い

ます。 

 ⑥療養介護 

医療と介護を常に必要とする人であって、障害支援区分６で、気管切開をともなう人工呼吸

器による呼吸管理を行っている人、障害支援区分５以上の筋ジストロフィー患者または重症心

身障害のある人を対象に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護及び日常生活上の

世話を行います。 

 ⑦短期入所（ショートステイ） 

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含めて施設等で、入浴、排せつ、食

事の介護等を行います。 

 

サービス種別 単 位 
令和６年度 

（見込み） 

令和７年度 

（見込み） 

令和８年度 

（見込み） 

生活介護 
人日/月 ５２５ ５４８ ５７１ 

人/月 ２５ ２６ ２７ 

自立訓練 （機能訓練） 
人日/月 ０ ０ ０ 

人/月 ０ ０ ０ 

自立訓練 （生活訓練） 
人日/月 ０ ０ ０ 

人/月 ０ ０ ０ 

就労移行支援 
人日/月 ２３ ２３ ２３ 

人/月 １ １ １ 

就労継続支援（Ａ型） 
人日/月 ０ ０ ０ 

人/月 ０ ０ ０ 
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就労継続支援（Ｂ型） 
人日/月 ６５ ９５ １２５ 

人/月 ４ ５ ６ 

就労定着支援 人/月 １ １ １ 

療養介護 人/月 ０ ０ ０ 

短期入所 
人日/月 ３０ ４０ ５０ 

人/月 ３ ４ ５ 

【確保方策】 

 ○事業者との連携により就労移行支援事業の取り組みを推進し、一般就労への移行を推進します。 

 ○自立と社会経済活動への参加に向けての就労継続支援を推進します。 

 

（３）居住系サービス 

 ①自立生活援助 

障害者支援施設やグループホーム等を利用していた障害者で一人暮らしを希望する者等に対

し、定期的に利用者の居宅を訪問し、食事、洗濯、掃除などに課題はないか、公共料金や家賃

に滞納はないか、体調に変化はないか、通院しているか、地域住民との関係は良好かなどにつ

いて確認を行い、必要な助言や医療機関等との連絡調整を行います。また、定期的な訪問だけ

ではなく、利用者からの相談・要請があった際は、訪問、電話、メール等による随時の対応も

行います。 

 ②共同生活援助（グループホーム） 

 夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 

 ③施設入所支援 

 障害者支援施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 

 

サービス種別 単 位 
令和６年度 

（見込み） 

令和７年度 

（見込み） 

令和８年度 

（見込み） 

自立生活援助 人 ０ ０ ０ 

共同生活援助 

（グループホーム） 
人 ５ ６ ７ 

施設入所支援 人 ２０ ２０ １９ 

【確保の方策】 

    相談支援事業所との連携により、居住支援を必要とする障害者に対し村内外での施設利用状況

の情報提供に努めるとともに、一般住宅で一人暮らしを希望する障害者の地域生活での支援を行

います。 
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（４）相談支援 

 ①計画相談支援 

障害のある人の課題の解決や適切なサービス利用のため、サービス等利用計画を作成すると

ともに、一定期間ごとに計画内容の見直しを行います。                     

 ②地域移行支援 

障害者支援施設や精神科病院に入所・入院している障害のある人に地域移行支援計画の作成、

相談による不安解消、外出時の同行支援、住居確保、関係機関との調整等を行います。 

 ③地域定着支援  

居宅において単身で生活している障害のある人等を対象に、常時の連絡体制を確保し、緊急

時には必要な支援を行います。 

 

サービス種別 単 位 
令和６年度 

（見込み） 

令和７年度 

（見込み） 

令和８年度 

（見込み） 

計画相談支援 人/月 １０ １１ １２ 

地域移行支援 人/月 ０ ０ ０ 

地域定着支援 人/月 ０ ０ ０ 

【確保方策】 

    自ら福祉サービスの利用に関する調整が困難な障害者等に、適切なサービスの利用計画の作成

を円滑に行うために、相談支援事業所との連携を図ります。 

 

（５）障害児支援 

 ①児童発達支援 

障害のある児童に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活の適

応訓練を行います。 

 ②医療型児童発達支援 

障害のある児童に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団の適応訓

練に加え、治療を行います。 

 ③放課後等デイサービス 

学校通学中の障害のある児童に、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上の

ための訓練等を継続的に実施し、障害のある児童の放課後等の居場所を提供します。 

 ④保育所等訪問支援 

保育所等を現在利用中の障害のある児童（今後利用予定も含む）が、保育所等における集団
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生活に適応するための専門的な支援を必要とする場合、その本人及び保育所等のスタッフに対

し、集団生活に適応するための訓練や支援方法の指導等の支援を行います。 

 ⑤居宅訪問型児童発達支援 

重症心身障害児などの重度の障害児であって、児童発達支援等の障害児通所支援を受けるた

めに外出することが著しく困難な障害児に居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指

導、知識技能の付与の支援を実施します。                    

 ⑥障害児相談支援 

障害児通所給付サービス利用の調整を必要とする児童に対し、障害児支援計画を作成すると

ともに、一定期間ごとに計画内容の見直しを行います。 

 

サービス種別 単 位 
令和６年度 

（見込み） 

令和７年度 

（見込み） 

令和８年度 

（見込み） 

児童発達支援 
人日/月 ８ １２ １６ 

人/月 ２ ３ ４ 

医療型児童発達支援 
人日/月 ０ ０ ０ 

人/月 ０ ０ ０ 

放課後等デイサービス 
人日/月 １６ ２０ ２４ 

人/月 ４ ５ ６ 

保育所等訪問支援 回/月 １ １ １ 

居宅訪問型児童発達支援 人/月 ０ ０ ０ 

障害児相談支援 人/月 ２ ３ ４ 

 

【確保方策】 

  児童発達支援、放課後デイサービス等の利用希望者の把握に努め、サービス事業所との連携を

図り、保育所等訪問支援実施に向けた体制づくりに努めます。 

   

⑦医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置 

医療的ケア児に対する総合的な支援体制の構築に向けて、関連分野の支援を調整するコーディ

ネーターとして養成された相談支援専門員等を配置します。 
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３．地域生活支援事業の見込みと確保の方策 

（１）理解促進研修・啓発事業 

地域住民に対して、障害のある人に対する理解を深めるための研修会やイベントの開催、啓発

活動などを行います。                     

（２）自発的活動支援事業 

障害のある人やその家族、地域住民などが地域において自発的に行う活動（ピアサポート、災

害対策、孤立同士活動、ボランティア活動など）を支援します。 

（３）相談支援事業 

（ア）障害者相談支援事業 

障害のある人やその保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な情報の提供や権利擁護のた

めの援助を行うとともに、福祉施設や病院から地域への移行支援や地域における生活を支援しま

す。 

    第６期（実績）    第７期（計画） 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

（見込み） 

令和６年度 

（見込み） 

令和７年度 

（見込み） 

令和８年度 

（見込み） 

実施か所 １ １ １ １ １ １ 

 

（イ）基幹相談支援センター 

圏域内の市町村とも連携し、総合的・専門的な相談支援の充実及び、地域における相談支援体

制の強化に努めていきます。 

    第６期（実績）     第７期（計画） 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

（見込み） 

令和６年度 

（見込み） 

令和７年度 

（見込み） 

令和８年度 

（見込み） 

整備か所 ０ ０ ０ ０ ０ １ 

【確保方策】 

  支援実施に向けた体制作りに取り組んでいきます。 

 

（４）成年後見制度利用支援事業 

障害福祉サービスを利用しようとする障害のある人に、成年後見制度の利用について必要とな

る経費すべて、または一部について補助を行います。 

    第６期（実績）   第７期（計画） 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

（見込み） 

令和６年度 

（見込み） 

令和７年度 

（見込み） 

令和８年度 

（見込み） 

利用人数 ０ ０ ０ ０ １ １ 
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（５）成年後見人制度法人後見支援事業 

成年後見制度における法人後見人活動を支援するために、実施団体に対する研修、安定的な実

施のための組織体制の構築、専門職による支援体制の構築などを行います。 

 

    第６期（実績）   第７期（計画） 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

（見込み） 

令和６年度 

（見込み） 

令和７年度 

（見込み） 

令和８年度 

（見込み） 

利用人数 ０ ０ ０ ０ １ １ 

 

（６）意思疎通支援事業 

意思疎通支援事業とは、聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のために意思疎通を図ること

に支障がある障害のある人等が社会参加を行う際に意思疎通の円滑化を図るため、手話通訳者及

び要約筆記者の派遣を行います。 

                     

（ア） 手話通訳者派遣事業 

    第６期（実績）   第７期（計画） 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

（見込み） 

令和６年度 

（見込み） 

令和７年度 

（見込み） 

令和８年度 

（見込み） 

利用人数 ０ ０ ０ １ １ １ 

 

（イ） 要約筆記者派遣事業 

    第６期（実績）   第７期（計画） 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

（見込み） 

令和６年度 

（見込み） 

令和７年度 

（見込み） 

令和８年度 

（見込み） 

利用人数 ０ ０ ０ １ １ １ 

 

（７）日常生活用具給付等事業 

日常生活用具給付等事業とは、重度障害のある人の日常生活上の便宜を図るため、日常生活用

具の給付を行います。 

    第６期（実績）   第７期（計画） 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

（見込み） 

令和６年度 

（見込み） 

令和７年度 

（見込み） 

令和８年度 

（見込み） 

利用人数 １３人 １４人 ９人 １５人 １５人 １５人 

【確保方策】 

    日常生活用具給付が必要な方の把握及び適正な給付に努めます。 
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（８）移動支援事業 

屋外での移動が困難な障害のある人に、外出のための支援を行います。 

     第６期（実績）    第７期（計画） 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

（見込み） 

令和６年度 

（見込み） 

令和７年度 

（見込み） 

令和８年度 

（見込み） 

利用者数 １９ １７ １９ ２０ ２１ ２２ 

延べ時間 ７５２ ８４３ ９２７ ９９９ １，０７１ １，１４３ 

【確保方策】 

  相談支援事業所及び移動支援事業所との連携により事業実施を進めていきます。 

 

（９）福祉ホーム事業 

常時の介護・医療を必要としない障害者で、家庭環境等の事由で住居の確保が困難な方に居室

を提供する事業所の運営を補助します。 

     第６期（実績）    第７期（計画） 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

（見込み） 

令和６年度 

（見込み） 

令和７年度 

（見込み） 

令和８年度 

（見込み） 

事業所数 １ １ １ １ １ １ 

 

（１０）日中一時支援事業 

 日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要な障害者（児）につい

て、日中、障害福祉サービスの事業所、障害者支援施設等において活動の場を提供し、見守り、

社会に適応するための日常的な訓練等を支援するとともに、家族の就労支援及び一時的な休息を

図ることを目的として実施します。 

     第６期（実績）    第７期（計画） 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

（見込み） 

令和６年度 

（見込み） 

令和７年度 

（見込み） 

令和８年度 

（見込み） 

利用者数 ０ ４ ５ ６ ７ ８ 

延べ時間 ０ ２１ ３０ ３６ ４２ ４８ 

【確保方策】 

  相談支援事業所及び移動支援事業所との連携により事業実施を進めていきます。 
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第５章 計画の推進体制 

１．地域自立支援協議会における計画実行の推進 

障害のある人の生活実態やニーズ把握に努め、地域自立支援協議会において、計画の実行を推進

していきます。 

 

２．村民・地域・関係機関・事業者等との協働の推進 

 村民、障害者団体やボランティアグループ、地域組織、教育機関、サービス提供事業者、保健・

医療機関等、様々な団体との協働体制の強化に取り組み、障害のある人にとって暮らしやすいむら

づくりの一層の推進を図ります。 

 

３．個々の障害特性に沿ったきめ細やかな相談・支援体制の実施 

 障害のある人への理解の促進に努め、地域で支えていく基盤づくりや社会参加の促進、安全・安

心の支援体制などの充実を図っていきます。 

 

４．計画の点検・評価 

 障害者総合支援法においては、ＰＤＣＡ（計画―実施―評価―改善）のサイクルを障害者福祉に

導入するように挙げられています。 

 そのため、本計画も各施策の実施状況等について自立支援協議会において意見を聴きながら計画

の進捗管理を行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推進 

（Do） 

  評価   

（Check） 

計画策定 

（Plan） 

見直し  

（Action） 
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障害者施策を適切に講ずるため、障害者の実態調査等を通じて障害者の状況や障害者施策等に関

する情報・データの収集・分析を行うと共に、調査結果について本計画の推進状況の評価及び評価

を踏まえた取組みの見直しへの活用に努めます。また、障害者施策の適切な企画・実施・評価及び

見直し（PDCA28）の観点から、障害者の性別・年齢・障害種別等の観点に留意し、情報・データ

の充実を図ると共に、適切な情報・データの収集・評価の在り方等を検討する本計画の推進におい

て広く村民の理解と協力を得るため、効果的な情報提供と共に村民の意見の反映に努めます。 
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参考資料 

1. 十津川村地域自立支援協議会設置要綱 
 

 

十津川村地域自立支援協議会設置要綱 

 

十津川村地域自立支援協議会設置要綱（平成 20年要綱第 19 号）の全部を次のように改正する。 

 

（設置） 

第１条 障がいのある人とその家族が、地域のなかで安心して暮らしていけるよう、十津川村にお

ける障がい福祉に関する関係者の連携及び支援体制に関する協議を行うための場として、十津川

村地域自立支援協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 協議会は、次の各号に揚げる業務を行う。 

(1) 支援に係る困難事例への対応についての協議調整 

(2) 地域の関係機関によるネットワークの構築 

(3) 障がいのある人及びその家族を支える地域における制度や仕組み等支援の連携 

(4) 地域の社会資源の活用及び改善 

(5) 委託相談支援事業者の運営評価 

(6) 十津川村障がい者計画及び十津川村障がい福祉計画の策定、進捗管理及び評価に関する協議 

(7) その他、地域の相談支援体制の充実に関して必要な事項の検討 

 

（組織） 

第３条 協議会は、次の各号に揚げる者につき、村長が委嘱する委員 15 名以内をもって組織する。 

(1) 障がい者相談支援事業者（委託・指定） 

(2) 障がい福祉サービス事業者 

(3) 保健・医療関係者 

(4) 教育・雇用関係機関 

(5) 村社会福祉協議会 

(6) 関係行政機関の職員 

(7) 障がい当事者及び家族の代表 

(8) 前各号に揚げる者のほか、村長が適当と認める者 

 

（任期） 

第４条 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

２ ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の任期の残任期間とする。 
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（会長） 

第５条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、協議会を代表し会務を総括する。 

３ 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。 

 

（会議） 

第６条 協議会の会議は、会長が招集する。 

２ 協議会は、過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによ

る。 

 

（意見の聴取） 

第７条 協議会は、会長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を

求めることができる。 

 

（庶務） 

第８条 協議会の庶務は、福祉事務所と相談支援事業所で構成する事務局において行う。 

 

（守秘義務） 

第９条 自立支援協議会に出席した者は、当該会議において知り得た個人情報、その他の情報を漏

らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

 

（その他） 

第10条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。 

 

附 則 

この告示は、公布の日から施行し、平成 26 年４月１日から適用する。 

附 則（平成 27年９月 18 日告示第 58号） 

 

 

（施行期日） 

第１条 この告示は、平成 27 年 10 月１日から施行する。 

 

（十津川村障がい者福祉計画策定委員会設置要綱の廃止） 

 

第２条 十津川村障がい者福祉計画策定員会設置要綱（平成 13 年要綱第７号）は、廃止する。 
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2. 十津川村地域自立支援協議会委員名簿 

                                （敬称略・順不同） 

所   属 氏  名 備  考 

社会福祉法人こだまの会 

障害者支援施設 こだまの里 施設長 
中村 仁紀 会長 

十津川村社会福祉協議会 事務局長 前砂 見  

十津川村立小中学校特別支援担当者代表者 

十津川中学校 講師 
野尻 正人  

十津川村福祉事務所 主任介護支援専門員 沼平 茂雄  

十津川村教育委員会教育課 教育指導主事 和田 正雄  

当事者家族 東 千佳子  

当事者 榊本 清孝  

十津川村住民課 主幹 後木 智子  

十津川村立保育所長代表 

みどり保育所 所長 
中南 悦子  

社会福祉法人こだまの会 

生活支援センターはぴねす 相談員 
千葉 貴之 事務局 

社会福祉法人こだまの会 

生活支援センターはぴねす 相談員 
植東 昌代 事務局 

十津川村福祉事務所 所長 松實 崇 事務局 
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